
令 和 ８ 年 １ 月
福 井 警 察 署

速度取締り指針

その他の交通指導取締り要点

● 悪質、危険性の高い飲酒運転、無免許運転等に対する取締りを継続強化する。
● 横断歩行者の安全を図るため横断歩行者妨害違反、重大事故に直結する携帯電話使用違反及び、

被害軽減効果の高いシートベルト、チャイルドシート違反の指導取締りを重点的に行う。
● 生活道路や通学路において可搬式速度違反自動取締装置(移動オービス)による速度違反取締りを

強化する。

※ 重点路線以外の路線、時間帯であっても速度違反取締りを実施することもある。

福井警察署の速度取締り重点

● 死亡事故４件（対前年同期比＋２件）、人身事故 １６３件（＋５件）、傷者数１７２人（－２人）、物損事故 ３,２４３件
（＋１１５件）であり、事故件数は増加している。

● 主要幹線道路は、５路線において交通事故が多く、特に国道４１６号と主要地方道福井加賀線は、路線の区間が
長いことから、自動車の実勢速度が速く、速度超過が原因となる交通事故の発生が特に懸念される路線である。

また、時間帯別では通勤・通学時間帯に事故が多発している。

福井警察署管内における交通事故実態（令和７年６月から同年１２月末）
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主要地方道
福井・加賀線

主な主要幹線道路における交通事故発生状況

主要幹線道路における時間帯別の交通事故発生状況


